
社会保障審議会介護給付責分科会  

介護予防ワーキングチーム（第2回）議事次第  

平成17年8月2日（火）  

18暗から20時まで  

於：東京曹舘 ゴールドスタールーム  

議 題  

1．適所系サービス（介護予防適所介護、介護予防通所リハビリテーシ   

ョン）の基準■報酬に関する論点・基本的考え方  

2．その他   



介護予防適所介護及び介護予防適所リハビリテーション  

サービスの基本的な考え方（薫）  

・適所リハビ」テーションの内容㌧機能  

（1）制度上の位置付け   

○ 現行の適所介護及び適所リハビリテーションについては、制度上、以下のよう   

な定義付けがなされている。  

l－t－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一－■■●■●－■■■■■－一－■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾ l  

：〈法律上の定義〉  
I 

I  

1  

適所介護‥居宅要介護者等について、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該：  

施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話で…  
1  

あって厚生矧動省令で定めるもの（入浴、排せつ、食事等の介護、生活：  

等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者等に必：  
】  

要な日常生活上の世話）及び機能訓練を行うこと。  
l  

l  

： 適所リハ‥居宅要介護者等（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省：  

令で定める基準に適合していると認めたものに限る。）について、介護；  
l  

老人保健施設、病院又は診療所に通わせ、当該施設において、その心身： l  

の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学：  

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと。  

〈基準上の定義〉  

適所介護‥適所介護の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者：  

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を：  
l  

営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ： l  

とにより、利用者の社会的孤立感の際肖及び機能の維持並びに利用者の；  
l  

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。：  
l  

： 適所リハ：適所リハビリテーションの事業は、要介護状態等となった場合において：  
l  

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ：  

自立した生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要；  

なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持匝；  
l  

復を図るものでなければならない0  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－一－－－－l   



（2）利用実態   

○ これらのサービスにおける実際の活動実態を見ると、要支援及び要介護1の軽   

度者については、両者ともに、主として、集団活動により、「健康維持・体操」、   

「ゲーム」、「会話・語らい」、「音楽」といった活動（いわゆるアクティビティ等）   

が実施されている。   

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

：※適所介護・適所リハにおける主な活動内容 l  

○健康維持 ：体操：歩行訓練、ストレッチ、リハ体操など  
l  

○ゲーム   ：手指を使うゲーム、風船バレー、輪投げなど  
l  

○会話・語らい：談話、回想法など  
l  

○音楽  ：カラオケ、音楽鑑賞など  
l  

l  

○ また、「入浴」、「送迎」について、適所介護・適所リハの利用件数に占めるこ   

れらのサービスの利用件数の割合を見ると、以下のとおりであり、軽度者の多く   

においてこれらのサービスは利用されている実態がある。   

l‾‾‾‾‾●‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

三※「入浴」及び「送迎」の利用実績  

（「介護給付費実態調査（平成17年5月審査分）」のサービス利用件数に占める入浴加； l  
】  

： 算、送迎加算の算定件数の割合を示したもの。）  
l  

；①「入浴」  
l  

適所介護：要支援が59％、要介護1が69％  
l  

適所リハ：要支援が47％、要介護1が59％  

：②「送迎」  
l  

適所介護：要支援が91％、要介護1が93％  
l  

適所リハ：要支援が88％、要介護1が91％  
l  

l  L ＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿ ■＿ ■一 －＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿－ ＿－＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿－＿ ＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ●＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿＿ ＿．＿，＿＿ ＿ ＿ －■．．－ ■■ － ■■．■■ ■■■ ■■ －■－■ ■ ■ ■●－－ ■  

（3）利用実態を踏まえたサービスの機能   

○ こうしたサービスの利用実態を踏まえると、現行の適所介護及び適所リハビリ   

テーションにおいては、   

①法令において主たる機能として位置付けられているかどうかの違いはあるも  

のの、一定時間要介護者等を預かることに伴い、必然的に発生する日常生活上  

の世話といった、サービスを提供する上での基盤となる機能を共通的なものと  

し、   

②こうした機能に併せ、それぞれのサービス特有の機能として、機能訓練やリハ  

ビリテーションが想定されているところである。  
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2．適所系サービスに対する国会等からの主な指摘  

○ こうした適所介護及び適所リハビリテーションの実態も踏まえつつ、介護予防   

適所介護、介護予防適所リハビリテーションに関して国会等からは、以下のよう   

な指摘等がなされているところである。  
l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾－●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「  

l  
l  

l  

（1）介護保険部会報告書  
l  

l  

O現行の適所介護、適所リハビリテーションlこついては、適所系サービスとし；   

て一元化を図るとともに、例えば、「リハビリテーション中心型」、「痴呆：  
l  対応型」、「日常生活活動中心型」など機能別に類型化し、基準・報酉州の設：  
定について機能に応じた見直しを行う必要がある。  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾ 

l  

（2）高齢者リハビリテーション研究会報告書  
l  

O適所t」ハビリテーションについては、これまで必ずしもその効果について十；  
l  分に評価がなされないまま実施されてきたという側面がある。今後は、真に：   
有効なリハビリテーションを提供していく観点から、日常生活活動の自立と：   
社会参加の向上を支援するリハビリテーション機能そのものについては強；   

化するとともに、僻こ期間を定めて提供するなど、その機能の在り；   
方を検討する必要がある。  

l  

O適所サービスには、適所リハビリテーションと適所介護があるが、介護者の：  
休息や閉じこもり対策などの適所介護と同様の機能の提供にとどまってい  

る適所リハビリテーションについては、見直しを検討する必要がある。  

（3）国会における主な質疑内容  
l  

l  

l  

O新たな御こついては、高齢者の保健医療福祉の専門家によって構成： l   

される「介護予防サービス評価研究委員会」において、有効性の観点から介護予防：  
l  サービスに関する国内外の文献を評価・検討した結果、有効性が確立しているプロ：  

l   

グラムとして、「運動器の機能向上」「栄茸改乱「口腔機能の向上」を新予防給：   

付に導入することが適当と考える。  

○既存のサービス事業者は、必ずしも筋力向上トレーニング等の新たなサービスを提…  

l  供しなければならないものではなく、これらの新しいサービスを行わない力、らとい：  
l   

って、介護予防サービス事業所の指定を外されるこ七はない0  

○筋力向上トレーニングを含む「運動器の機能向上」については、主として適所介護：                                                                                                                                         l  

や適所リハビリテーションなどの適所系サービスにおいて実施することを考えて  

l いるが、その実施に当たっては、基本的にはこれらの適所系サービスに従事してい；  
る人材を活用していくことを想定している。  

…－‖‾t‾‖…‾‾‾‾‾‖‖‾…‾…‖‾‾‾‾‥‾‾ ‾‾てヨ‖‾‾‾…‾‖‥‾………‾‾‾‾t‾‖‾……‾‖‾‾‾‾…   



l  

1  

1 0「運動器の機能向上」、灘「□月空機能の向上」等の新たなメニューは、：  
主として介護予防適所介護等の適所系サービスで実施することを想定しており、予： l   

防適所介護事業所などにおいて利用者のニーズに応じて、これら新たなサービスの：   

みを単独メニューとして提供することも可能であると考えている。また、現在の介：  
l  護サービス事業者で働いている介護従事者も、事業者が必要な基準を満たせば介護こ  

l   

予防サービスを提供できる。   

（筋力向上トレーニング）  

○筋力向上トレーニングのマシンの費用について個別に介護報酬とすることはしな   

い。また、新しい資格制度を創設することはしない。  

l Or†護予防適所介護においては、現行の適所介護をより機能訓練的な内容に再編成す：  
るとともに運動器の機能向上などの新たなメニューを追加することを考えている  

ところであり、筋力向上トレーニングについては、あくまで介護予防適所介護のメ：   

ニューの一つとして行われることになると考えている。   

（口腔機能の向上）  
t  

O口腔機能の向上は、基本的には既存の適所系サービス事業所において、専門的知識、： l   

技術等を兼ね備えた歯科衛生士や言語聴覚士等が、対象者のニーズに応じたサービ：  

スを提供していくこととする。  
l  

l  

I 

（ 

l  

は、高齢者の栄養状態の維持及び改善と食生活の自立を促す観点ら、適所  
t  

サービス等を利用して管理栄養士が、①個人ごとの栄責状態に基づく、栄養改善計：  

画の作成、②それに基づく個別の食事指導、③さらに必要な栄養改善に関する情報：  

提供等を行う。  
1  

1  

】＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－  
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・ 
3．介護予防適所介護介護予防適所リハビリテーションの内  

容に係る検討課題  

（1）基本的考え方   

O 「介護予防適所介護」及び「プ↑護予防適所リハビリテーション」については、   

法律上、以下のような定義付けがなされている。  
l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

：（参考）介護予防適所介護・介護予防リハビリテーションの法律上の定義  
I l  

；介護予防適所介護  
l  

居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人デイサービスセン： l  

タ一等に通わせ、当該施設において、．厚生労働省で定める期間にわたり、△…  

l 浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で：  
定めるもの及び機能訓練を行うこと（介護予防認知症対応型適所介護に該当：  

するものを除く。）をいう。  
l  

l  

l  

：介護予防適所リハビリテーション t   

居宅要支援者（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省で定め：  
l   

る基準に適合していると認めたものに限る。）について、介護老人保健施設、…   

病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設におい；  

l   て、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われ：  
る理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。  

l  

＿＿＿＿＿t ＿ ＿ ＿．＿＿＿．．．＿．＿＿ ＿ ＿．＿＿－．＿＿■＿．．＿．＿ ＿＿＿＿＿．＿■＿．＿ ＿ ＿．＿．＿．．＿＿＿．．＿ ＿ ＿＿．．＿●＿．＿＿．．＿．．＿▲■．．＿．＿．．＿．．＿．．＿ ＿ ＿，＿＿＿＿＿－＿ ＿．＿●＿＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿．．＿＿＿．＿＿．－＿■＿」   

○ こうした法律上の定義を踏まえると、「介護予防適所介護」及び「介護予防適   

所リハビリテーション」における基本的な機能の体系は、   

①サービスを提供する上での基盤となる「共通的な機能」として、一定時間要介  

護者等を預かることに伴い必然的に発生する日常生活上の支援等、   

②各サービスの「特有の機能」として、機能訓練やリハビリテーション等を位置  

付けることとしてはどうか。  

○ その際、介護予防サービスであることを踏まえ、  

（D「共通的な機能」においては、  

・個々の利用者のケアプラン上に課題として位置づけられた生活行為の改善  

を目的とした「生活行為向上支援（仮称）」を付加し、   

②「特有の機能」においては、  

・各サービス特有のメニューとして、「介護予防適所介護」では介護予防に  

資するアクティビティ等、「介護予防適所リハビリテーション」ではリハ  

ビリテーションを位置付け、  

・また、両サービスで等しく提供されるメニューとして、介護予防の観点か  
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らその効果が確立されている「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能  

の向上」を設けることにより、サービスを構成してはどうか。  

③さらに、個々の利用者のニーズ等に応じて、上記のメニューを選択することと   

してはどうか。（（2）参照）  

（2）サービスの基本的構造のイメージ  

O 「介護予防適所介護」「介護予防適所リハビリテーション」においての基本的   

な構造としては以下のように考えられるのではないか。   

1．共通的なサービス  

各サービスにおける共通的な基盤として、次のように考えられるのではないか。  

・基本的なサービス：  

日常生活上の支援等、介護予防サービスを行う中で主たるものではな  

いが必然的に提供されるものに該当する。  

生活行為向上支援（仮称）  別紙2  

「生活行為向上支援（仮称）」とは、介護予防ケアマネジメントを通  

じて目標として設定された「するようになる生活行為」を当該予防適所  

サービス計画上に位置付け、その実現にむけた「できる生活行為」の訓  

練を行うとともに、その維持向上を図るため、実生活で現に「している  

生活行為」に対する支援等を行い、在宅生活への定着をめざすものが該  

当する。  

2．選択的なサービス  

上記に加え、次のようなメニューを選択することが考えられるのではないか。  

介護予防適所介護  

・運動器の機能向上  

・栄養改善  

・口腔機能の向上  

・アクティビティ等：現行の適所介護で提供されている主として集団活動に  

関するメニューのうら、介護予防に資すると考えられるもの  

が該当する。  

介護予防適所リハビリテーション  

運動器の機能向上  

栄養改善  

口腔機能の向上  

リハビリテーション  
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（参考）運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の各メニューにおけ  
る基本的流れ（イメージ）   

r①運動器の機能向上   
ヽ  
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l  
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I  
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l  
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′  
l  

l  

I  

l  

l  

l  

l  

′  

運動器の機能向上に関する機能訓練を必要とする要支援者に対し、理学療法士、  
作業療法士、看護職員、機能訓練指導員、経験のある介護職員等が実施する。  

1）フフセスメント  

・リスクの評価や、運動機能等の評価を行う。   
2措十画の作盛  

・アセスメント結果等を考慮して対象者に適切と考えられる計画を作成する。  
劃実施  

・心身機能の向上の観点から関節可動域運動や体力増強運動等の適切と考えら  
れる機能訓練を実施する。  

・標準的には、機器を用いるものは週1～2匝】程度で3ケ月、機器を用いない  
ものは週1～2回程度で6ケ月を1クールとして実施する。  

・看護師等を中心に、安全管理に留意する。   4抑卜  
・目標の達成度、運動機能等の評価を行う。   

－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－●●一－－－－■■●●－一   

一●－■■－●－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－一一－－一一－－一一－－－－一一－－－－－－一一■一■ －－－－－－－■■■＋■■ －－－一一一－－－－－、●■－－●●●－－－－  

②栄養改善   
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l   

低栄養状態のおそれのある要支援者に対し、栄養ケア・マネジメントの考え  

方に基づいて、管理栄養士が中心となり多職種と協働して実施する。   

1）アセスメント  

・低栄養状態のリスクの評価や、低栄養状態と関連する身体状態や意欲等の把   

握を行う。  
a立璽嬰作成  

・アセスメント結果等を考慮して対象者に適切と考えられる栄養改善サービス  

計画を作成する。  

塾塞塵  

・個別的で重点的な栄菱食事相談を実施する。介護予防訪問介護、配食サービ  

ス、地域住民による活動等も考慮して実施する。  

・標準的には6ケ月間とし、最初の1ケ月間は2週間毎、その後は1ケ月に  
一度の頻度で実施する。  

剋再アセスメント  

・巨引票の達成度、自己実現の意欲、低栄養状態のリスク、計画の実践状況等の   

評価を行う。  
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③口腔機能の向上  

口腔機能の低下のおそれのある要支援者に対し、歯科衛生士等により実施する。  

1）フフセスメント  

・利用者の口腔内の状態や改善目標等の把握を行う。  

2）計画の作成  

・アセスメント結果等を考慮して対象者に適切と考えられる計画を作成する。  

3）実施  

・口腔機能の向上の教育、口腔清掃の指導・実施、摂食・□燕下機能に関する訓  

練の指導・実施等を実施する。  

・月1′）2回程度で3ケ月間を1クールとして実施する。  

※なお、介護職員等も基本的なサービスを行うこととする。  

4）再アセスメント  

・日標の達成度、口腔内の状態の変化等を評価する。  
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4・護予防適所リハビリテ‾ション偵  

（1）基本的考え方   

○ 報酬l■l設計はサービスの基本的構造に即して行うことを基本としてはどうか。   

○ 新予防給付においては、要介護状態の維持・改善を目的とし、  

①介護の必要度に加え、改善可能性の観点から対象者を選定するとともに、  

②サービス提供に当たっては、介護予防ケアマネジメントを通じ「するよう  
になる生活行為」の実現に向け設定された長期目標、短期目標を踏まえた上  
で、各利用者における目標を明確に設け、当該目標の達成のために適切なサ  
ービスを計画的に提供する（日標指向型のサービス提供）こととしており、  

③また、一定期間経過後には、当該サービス提供によって所期の目標が達成さ  

れたかどうかを評価する  

別紙2  こととしている。  

以上のような提供の在り方を踏まえ、「介護予防適所介護」、「介護予防適所リ   

ハビリテーション」においても、包括的な報酬体系とすることを基本とする方向   

で考えることが適当と考えられるが、どうか。   

○ その場合、「個別リハビリテーション」「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔   

機能の向上」等のメニュー毎に包括化してはどうか。  

O 「送迎」及び「入浴」については、現在、「適所介護」「適所リハビリテーショ   

ン」を利用している要支援、要介護1での利用回数は、「送迎」は9割以上、「入   

浴」は約半数以上という実態を踏まえ、どのように評価することが適当か。  

○ また、初めてサービスを利用する者に対しては、事業者によるアセスメント等   

にかかる負担を踏まえ、2回目以降の利用時よりも幸闘州上より評価することが適   

当と考えられるが、どうか。  

（2）介護予防の目標の達成度に応じた介護報酬上の評価について  

○ 今回の見直しにより、サービス提供においては、その結果として目標が達成で   

きたかどうか（結果の評価の視点）が最も重要な視点となることから、目標の達   

成度に応じた介護報酬上の評価を行うことについても検討する必要がある。その   

ためには、以下のような点を考慮すべきではないか。  
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（評価にあたっての視点）  

A．評価対象をどう設定するか。   

①利用者単位で目標の達成度に応じて評価。  

（例：利用者ごとに、目標が達成した場合に、一定の加算を認める。）   

（利点）  

・仕組みが簡単で分かりやすい。   

（課題）  

・加算額の一部が利用者の負担増となる。  

・複数の事業者のサービスを利用している場合、改善に寄与した事業者の幸朗州  

に的確に反映することが困難である。   

②事業者単位で目標の達成度に応じて評価。  

（例：目標の達成度の高い事業者に対し、加算又は一挙位当たりの単価を引き  

上げる。）  

（利点）  

・目標の達成度が、直接的に事業者に反映される。  

・目標の達成度により、利用者が事業者を選定することが可能となる。  

（課題）  

・加算額の一部が利用者の負担増となる。  

・客観的な評価を行う手法の確立が必要となる。  

・定期的に目標の達成状況を評価する仕組みが必要となる。  

・改善の見込まれない要支援者を引き受けないなどの利用者の選別を誘発する  

おそれがある。  

B．評価指標をどう設定するか。   

①介護予防ケアマネジメントに基づき当該介護予防サービス計画に  

おいて位置付けられた生活行為の改善  

（利点）  

・個々の利用者にかかる目標の達成を評価に反映することができる。  

（課題）  

・目標を達成するために必要な支援の量が利用者ごとに異なるため、公平な評  

価が困難である。  

・改善の見込まれない要支援者を引き受けないなど、事業者による利用者の選  

別を誘発するおそれがある。  

・故意に目標を低く設定することを誘発する。  

-1-1 



②要介護度の改善  

（利点）  

・客観的な評価が可能であり、事業者間の比較が可能である。  

（課題）  

・要支援・要介護認定を受けなければならず、利用者及び市町村の負担が増  

す。  

・改善の見込まれない要支援者を引き受けないなど、事業者による利用者の  

選別を誘発するおそれがある  

③目標を達成したことによるサービス利用の終了  

（利点）  

・個々の利用者の目標について、その達成度を直接評価することができる。  

（課題）  

・利用者ごとに目標を達成するために必要な支援の量が異なるため、公平な  

評価が因難である。  

・改善の見込まれない要支援者を引き受けないなどの利用者の選別を誘発す  

るおそれがある。   

C，幸闘州の支払い方法をどう設定するか。  

（D各事業者に直接給付  

（利点）   

・仕組みが簡単で分かりやすい。   

（課題）   

・利用者の一割負担が発生する。  

②地域包括支援センターを通じて各事業者に配分  

（利点）   

・介護予防ケアマネジメントにより得られる情報を事業者の評価に活用でき  

る。   

・地域包括支援センターの機能を強化できる。   

・利用者の－割負担が発生しない仕組みも可能である。   

（課題）   

・地域包括支援センターの事務作業が増える。   

・地域包括支援センターを委託する場合に、受託法人が適切な事務を行うこ  

とが困難な場合がある。  
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・ M護予防適所介護介護予防適所リハビリテーションの基  
準作成に係る検討課題  

（1）人員・設備・運営基準について  

○ 人員・設備・運営基準については、サービスの基本的構造に即して作成するこ   

とが基本であると考えるが、どうか。  

○ その際、新たに導入されることになる運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能   

の向上の3つのメニューごとに、必要な基準を追加してはどうか。その場合、3   

つのメニューの一部を提供する場合についても指定を受けられるようにしては   

どうか。  

○ また、多様なサービス形態を認める観点から、サービスの質を低下させない範   

囲で指定基準を緩和することが適当であると考えられるが、どうか。  

（2）介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について  

①基準の位置付け  

・介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「支援基準」という。）  

においては、介護予防の効果を上げるために、全ての事業者が最低限満たすべ   

き実施手順等を提示してはどうか。その場合、現行の運営基準と重複する事項  
については調整してはどうか。  

・支援基準の項目は、各事業者の事業評価（プロセス評価）にも活用できるもの  

とし、チェックt」スト形式で示してはどうか。  
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②支援基準のイメージ  

【アセスメント】  

・介護予防サービス計画における当該サービスの位置付けを踏まえて、個々の利用者ごと   

に事前・事後のアセスメントを実施し、サービス提供に際して考慮すべきリスクの有無、   

健康状態、生活機能（心身機能、活動参加）の状況等を把握すること。  

【計画の作成］  

・介護予防サービス計画及び事前のアセスメントに基づき、個々の利用者ごとに実施目標   

を設定し計画を作成すること。  

・生活行為向上支援（仮称）の効果的な実施のため、利用者の居宅の環境等を確認するこ   

と。  

・実施計画については、利用者本人に分かりやすく説明し同意を得ること。  

【内容】  

・各利用者個別の生活機能の日標を達成させる目標指向的なプログラムを作る。  

・メニューの内容は、各利用者の健康状態に合った適度なものとすること。  

・メニューの内容は、国内外の文献等において有効性が確認されている適切なものとする   

こと。また、メニューの有効性について明確な根拠を示すことが求められること。  

・サービスの効果をモニタリングすること。  

・転倒防止のため余計な物品等を放置しないなど、適切なスタッフヘの配置、転倒等を予   

防するための環境整備、参加時の医学的なチェックの実施、無理のない適度な運動の実   

施、緊急時の体制の確保等に配慮すること。  

・サービス提供前に、脈拍、血圧等を測定するなど、各利用者の当日の体調を確認するこ   

と。  

・生活行為向上支援（仮称）を効果的に行うため、牽いす用設備中心ではなく、一般家庭   

用設備を充実させる。  
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